
お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業のうち、

（２）ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業（一部国土交通省連携事業）

事業イメージ

①間接補助事業（3/5～1/3（上限5億円））②委託事業

• 建築物分野においてZEB化を促進するにあたり、運用時の脱炭素化のみならず建築物のライフサイクルを通じて脱炭

素化を目指す先導的な建築物への支援によって2050年のカーボンニュートラル実現をリードする。

• 建築物における更なる付加価値向上の可能性を模索し、快適で健康な社会の実現に貢献する。

LCCO2削減を重視した新築業務用施設のZEB化に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

地方公共団体※2、民間事業者、団体等※3

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■委託先及び補助対象

令和6年度～令和10年度

①ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業（国土交通省連携事業）

建築物の運用時及び建築時、廃棄時に発生するCO2（ライフサイクルCO2：LCCO2）を
削減し、かつ先導的な取組を行うZEB建築物の普及拡大のため、下記の要件を満たす
建築物についてZEB化に資するシステム・設備機器等※1の導入を支援する。

◆補助要件：ZEB Ready基準以上の省エネルギー性能を満たし、（１）事業と同様にエネ
ルギー管理体制の整備、ZEBリーディング・オーナーへの登録、ZEBプランナーの関与等
がある上で、LCCO2の算出及び削減、再エネの導入等を要件とし、付随する運用時の先
導的な取組も採択時に評価する。

◆特に評価する先導的な取組：災害に対するレジリエンス性の向上、自営線を介した
余剰電力の融通、建材一体型太陽光電池の導入 等

◆優先採択：以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業 等

②ＺＥＢ化推進に係る調査・検討事業
建築物の脱炭素化・ZEB化を先導・推進するために必要な調査・検討等を行う。

※1 EV等（外部給電可能なものに限る）を充放電設備とセットで購入する
場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）。

建築物のライフサイクル

調達 施工 運用 修繕 解体・廃棄

CO2排出

全ての期間で排出される
CO2の算出及び削減
【要件】

運用時の先導的取組も評価
・再エネ導入【要件】
・未評価技術の導入
・レジリエンス性の向上
・電力調達も含め完全再エネ運用
・自営線を介した余剰電力の融通
・建材一体型太陽電池の導入 等

⇒削減へ

ZEB

補助率ZEBランク
3/5『ZEB』
1/2Nearly ZEB
1/3ZEB Ready

※2 ①について、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。

※3 ①について、延べ面積において新築の場合10,000㎡以上、既存の
場合2,000㎡以上の建築物については民間事業者・団体等は対象外。




